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行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン（５月27日決定）のポイント

（１）ガイドラインの目的・枠組み等

目的：生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めるため、政府におけるAIの推進・ガバナンス・調達・利活用のあり方を定めるもの。
対象：テキスト生成AIを構成要素とするシステム ※特定秘密や安全保障等の機微情報を扱うシステムは対象外

適用開始時期：令和７年５月運用開始    

（２）政府における生成AIの推進・ガバナンス体制の構築

➢ 比較的高リスクとなる可能性がある生成AIの利用であっても、先進的AI利活用アドバイザリーボードの各府省への助言や相談窓口等の仕組みを通じ、安全かつ効果的AI
プロジェクトとしての実施をサポートし、先進的生成AIの利活用を促進。

➢ 各府省に新たに設置するAI統括責任者（CAIO）が、生成AIの利活用を把握・推進、ガバナンス、リスク管理を総括。

（３）生成AIの調達・利活用ルール ※ 各府省生成AIシステムの①AI統括責任者（CAIO）、②企画者、③提供者、④利用者等毎にルールを規定

➢ AI統括責任者（CAIO）は、各府省の利用者（職員）に向けて生成AIの利用ルールを策定。         

➢企画者・提供者は、本ガイドラインの「調達チェックシート」及び「契約チェックシート」を参考にして仕様書作成や事業者との契約等を行うこ
とにより安全かつ品質の高い生成AIシステムの調達を確保。運用開始後も適切な利用や安全性や品質の確保を定期的に検証。

➢提供者及び利用者はリスクケースが生じた場合、適切に各府省AI統括責任者（CAIO）に報告し、提供者が必要な対応を実施。先進的AI利活用ア
ドバイザリーボードは各ケースの報告を受け、必要に応じ再発防止策等を検討。

・政府の生成AI利活用状況の網羅的把握

・政府横断で効果的・安全な生成AIプロ
ジェクトの推進
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高リスク生成AIの報告
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➢各府省の生成AIの利活用を推進
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※サプライチェーンリスクも考慮
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（１）
調達チェック

シート

生成AIを調達する
際に事業者への要
求事項として、仕
様書等に盛り込む
べき項目を整理

ガバナンス
項目

開発・運用
プロセス
要件項目

生成AI
システム
の要件項目

①AI事業者ガイドライン共通の指針の遵守 ②AIガバナンス（AIのメリットを最大化しつつ、リスクを統制する体制）の構築
③生成AIシステムの品質向上のため、AI業界や最新技術等の動向を把握する
④情報セキュリティインシデント・生成AIシステム特有のリスクケース発生時の対応手順の整備
⑤生成AIシステムの開発・運用に従事する者または組織についての生成AIに関する教育・リテラシー向上

⑥生成AIシステムへの入出力または処理されるデータの取扱いの適切な管理
⑦生成AIシステムの期待品質を満たすための取組
⑧ベンダーロックインの回避 ⑨生成AIシステムのアップデートの考慮
⑩文化的・言語的考慮 ⑪環境への配慮

⑫有害情報の出力制御措置 ⑬偽誤情報の出力・誘導の防止措置
⑭公平性と包摂性の確保（バイアスや差別を含む出力の抑止措置） ⑮目的外利用の防止
⑯個人情報、プライバシー、知的財産に関する適切な取扱 ⑰セキュリティの確保
⑱説明可能性の確保 ⑲ロバスト性（出力の安定性） ⑳学習データ品質 ㉑検証可能性

・ 生成AIシステムに係るインプットの取り決め（学習の有無、データの保存方法等）

・ 生成AIシステムに係るアウトプットの取り決め（アウトプットに関する一定の保証、アウトプットの権利帰属）

・ 生成AIを含むインシデントが発生した場合の事業者の対応義務及びその範囲に関する取り決め
(被害を最小限に食い止めるため、また、原因を特定するための情報やデータの提供を含む） 等

※チェックシートの内容の適用項目や適用方法については、個別の生成AIシステムの調達形態やリスクレベルに応じて、AI相談窓口とも連携しつつ各府省において判断。

１．高リスクAIの判定についての参考とする判定軸（高リスク判定シート）

A.生成AIシステム利用者の範囲・種別（国民か政府職員か等）、 B.生成AI利用業務の性格、
C.機密情報や個人情報の学習等の有無、 D.出力結果の職員による判断を経る利用か否か

４つの観点を勘案し、
アドバイザリーボードに助言を求め
るべきか各省において判定

２ ．調達・契約時のチェック項目について（調達チェックシート、契約チェックシート）

別添各シート（高リスク判定シート、調達チェックシート、契約チェックシート）について

（２）契約チェックシート

生成AIを調達する際に契約書で
取り決めるべき項目を整理
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ガイドラインにおける拡充・見直しに関する記述

2.2.2 本ガイドラインが対象とする生成AI
（略）
なお、画像や動画等を生成するAI、より高度なタスクを実行できるAI（AIエ ージェント等）、その他のAIについては、政府等における利活

用状況、国内外のルールの整備状況等を踏まえ、必要に応じ、本ガイドラインの適用範囲等の拡充を検討することとする。

4.1.1 先進的AI利活用アドバイザリーボードの開催・AI相談窓口の運用等
先進的AI利活用アドバイザリーボードは、政府全体の生成AI施策の動向やガイドラインの運用状況を踏まえ、関係府省庁等と連携を行い

つつガイドラインの見直しを行う。

6.3.2 生成AIシステムの調達時の対応事項
「調達チェックシート」は、AI事業者ガイドライン及びAISIが公表している「AIセーフティに関する評価観点ガイド（第1.01版）」等を参考に、

生成AI納入事業者のAIガバナンス、適切なインプット・アウトプットやデータの取扱い、偽誤情報の出力防止等を含むLLMやサービスの品質
確保、生成AIシステム特有のリスクケース発生時の適切な対応確保、国民等が利用する場合の適切な取扱確保（生成AIによるアウトプッ
トであることの表示等）、個人情報や知的財産の保護、セキュリティや説明可能性の確保といった観点から、生成AIシステムの調達時の要求
事項や、要求事項を満たすための対策例とその詳細、裏付けとなる情報例を整理している。本ガイドラインは、「AIセーフティに関する評価観
点ガイド（第1.01版）」を参考にしており、最新版「AIセーフティに関する評価観点ガイド（第1.10版）」の改定による修正については、今
後の本ガイドラインの改定の際に検討する。

７ 今後の進め方
日々技術進歩する生成AIシステムの政府調達・利活用においては、今後想定されていなかったリスクが顕在化する可能性もあることなどから、

政府による生成AI調達・利活用ルールについては、随時見直していくこととする。
また、政府が調達する画像や動画等の生成AIに係る来歴証明の導入の在り方については、政府における生成AIの利活用の状況、国際的

な議論の動向等を踏まえ、引き続き検討を行う。
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政府AI調達・利活用ガイドラインの課題と充実に向けた論点候補

ガイドライン充実の必要性について

• 政府AI調達・利活用ガイドラインについては、生成AIの技術面とユースケースの発展が著しく、今後想定され

ていなかったリスクが顕在化する可能性もあることから、随時見直しをすることとされている。

• 具体的には、政府において検証中あるいは今後実装予定の生成AIシステム等の動向や、関連する法令・

ガイドラインの見直し状況等も踏まえ、充実させる必要。

• ①政府におけるユースケースの広がり、②リスク緩和措置の必要性等の観点から、本年度のアドバイザリー

ボードにおいて論点とすべき事項や、その際に留意すべき事項について、ご意見を頂きたい。

論点候補を以下4テーマと留意事項に整理

V  政府AI・調達利活用ガイドライン改定作業に当たっての留意事項

Ⅰ 政府内外の利用実態等を踏まえたガイドラインの拡充

Ⅱ 生成AIのリスクに対応する記載の見直し・充実

Ⅲ チェックリストのupdateやベストプラクティスの充実

Ⅳ 現行ガイドラインで記述が不足している他の制度等の記述の追加
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政府AI調達・利活用ガイドラインの充実に向けた論点候補（1/4）

Ⅰ 政府内外の利用実態等を踏まえたガイドラインの拡充

課題①：生成AIのユースケースに応じた記載

課題②：AI技術等に着目したガイドラインの対象拡大

＜現行GL上の位置づけ＞

⚫個別のユースケースに応じた記載は限定的

（リスクの判断やリスクケースに関する言及で簡潔

に記載しているのみ）

＜論点候補案＞

⚫既に普及しつつある文書作成/要約・議事録作成などの汎用的な

生成AI利活用や、利用が始まりつつあるRAGによるFAQなどの業務に

特化した生成AI利活用について、効果的な利活用のベストプラクティス

やリスク緩和措置など、特に記載すべき点はあるか。

⚫今後の政府における生成AIのユースケースとして、①国民等向けの情報

提供や、①審査業務への支援なども想定されるところ、民間のユース

ケースにおけるリスクケースも参考に、特に必要となるリスク緩和措置な

ど具体的に記載すべき点はあるか。

＜現行GL上の位置づけ＞

⚫テキスト生成AIのみを対象
”テキスト及び画像の両方を生成するAI等については、テキストの生成

について対象とする。なお、画像や動画等を生成するAI、より高度な

タスクを実行できるAI（AIエージェント等）、その他のAIについては、

政府等における利活用状況、国内外のルールの整備状況等を踏ま

え、必要に応じ、本ガイドラインの適用範囲等の拡充を検討すること

とする”

＜論点候補案＞

⚫既に普及しつつある汎用LLMが対応する画像・音声の生成、現時点で

はまだ利用が進展していない動画等を生成するAI（それに応じた来歴

証明の導入等）、自律的にタスクを実行できるAI（AIエージェント等）

などについて、対象とすべきか。

⚫深層学習等による行政支援AIについて、国民の権利義務や生命保護

などにかかわる領域への導入等について、効果的な開発やガバナンス

確保の観点から取り上げるべき点はあるか。

ガイドライン上でも政府等のAI利活用状況等も踏まえて、適用範囲等の拡充の検討求められているところ。以下のような内容について

検討を行うこととしてはどうか。



6

政府AI調達・利活用ガイドラインの充実に向けた論点候補（2/4）

Ⅱ 生成AIのリスクに対応する記載の見直し・充実

課題①：高リスク判定基準の見直し
＜現行GL上の位置づけ＞

⚫利用者の範囲、目的・性質、取扱う情報、出力の

取扱いの４つの観点に基づき分類

＜論点候補案＞

⚫高リスク判定基準について、機密性２情報等を扱う生成AIの普及

等の状況も踏まえて、より具体化するなど見直すべき点はないか。

課題②：リスク軽減措置の具体化の検討

＜現行GL上の位置づけ＞

⚫調達チェックシート上においてリスク軽減に資すると考

えられる要求事項及び対策例を記載

＜論点候補案＞

⚫リスク軽減措置として、必須化すべきものや推奨すべきものについて、

記述を見直し、より充実させるべき点はないか。

⚫例えば、Ⅰ課題①と連動して、国民等が利用者となる場合における

免責事項の文例などを示してはどうか。

課題③：リスクケースの整理

＜現行GL上の位置づけ＞

⚫リスクケースの記載は例示にとどまっている。

＜論点候補案＞

⚫民間の生成AIに関するリスクケース事例も踏まえ、報告及び対応が

必要なケースについて追加すべき点はないか。

政府において検証中あるいは今後実装予定の生成AIシステム等の動向も踏まえ、リスク判定基準の見直しや必要に応じてリスク緩和措置

等の記載充実も考えられるところ。以下のような内容について検討を行うこととしてはどうか。

課題④：生成AIモデルのバイアスの整理

＜現行GL上の位置づけ＞

⚫調達チェックシートで「バイアスの有無が発生していな

いことを確認する」ように記載

＜論点候補案＞

⚫生成AIモデルが有するバイアスについて、政府のユースケースに応じて

具体的に留意すべき点を明確化すべきではないか。
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高リスクの考え方
ガイドラインでは4つの軸でリスクが高いかどうかを考える

A. 利用する人や範囲の広さ

B. 利用の目的や性質

C. 学習データや個人情報の扱い

D. 出力結果のチェック

誰が使うのか、どのような立場で使うのか。国民向けか省内に閉じるのか、範

囲が広いほどリスクが増す

どのような業務目的で活用するのか。人間の生命・身体・財産に影響を及
ぼす業務など、ミスが重大になる場面ではリスクが高まる

機密性の高い情報（個人情報・秘密情報など）を学習させるかどうか。そ

うしたデータを使うほど慎重な管理が必要となる

生成AIが出力した内容を必ず人間がチェックするのか。チェックがなければ誤

情報や不適切な内容がそのまま使われてしまう可能性がある

リスク軸 リスクの考え方

参考資料



リスク判定ロジック 

リスクの定義
高：「高リスク」に該当する可能性が高い
低：「高リスク」に該当する可能性が低い

D. 出力結果の政府職員による判断を経た利活用
①生成AIシステムの出力結果の適切さを判断せずに利活用する
②生成AIシステムの出力結果の適切さを判断して利活用する
③企画時点で未定

A. 利用者の範囲・種別
①国民等による府省庁外利用
②政府職員等による府省庁内・複数府省庁横断での利活用（共通システムでの利活用等）
③政府職員等による府省庁内・単一府省庁での利活用
④企画時点で未定

B. 生成AI利活用業務の性格
①過失が重大な影響を及ぼす可能性のある業務*において利活用する
②過失が重大な影響を及ぼす可能性のある業務において利活用しない
③企画時点で未定
*国民の基本的権利や安全に大きな影響を及ぼす業務、機微な政策分野に関する業務、
人間の生命・身体・財産に影響を及ぼす業務、資格が求められる業務、高い説明可能性が求められる業務等

C. 要機密情報や個人情報の学習等の有無
①機密性2情報または個人情報が生成AIシステムに保存または学習される
②機密性2情報または個人情報を取り扱うが生成AIシステムに保存および学習されない
③機密性2情報または個人情報を取扱わない
④企画時点で未定

高

C

B

A

B

A

①,④ ② ③

①,③ ①,③② ②

①,④ ② ③ ①,④ ②③

低高低

D D
①,③ ①,③② ②

参考資料
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ガイドラインに記載されているリスク軽減策の例

ガイドライン上対応関係は明確ではないが、調達チェックシート上においてリスク軽減に資すると考えられる要求事項及び対策例は下記のとおり。

利用者の範囲・種別に起因するリスク軽減策
テロや犯罪に関する情報や攻撃的な表現など、生成AIシステムによる有害情報の出力を制御していること

生成AIシステムによる偽誤情報の出力の防止措置を取っていること

生成AIシステムによる出力に有害なバイアスを含まず、不当な差別を含まない状態としていること

目的外利用の防止を行い、仮に目的外利用された場合にも大きな危害・不利益が発生しないような状態としていること

生成AI利活用業務の性格に起因するリスク軽減策
生成AIシステムの期待品質を満たすための取組を行っていること
出力根拠が技術的に合理的な範囲で確認できる状態としていること
生成AIシステムが入力に対して安定した出力を行う状態としていること
生成AIシステムの開発・提供のプロセスを検証可能な状態としていること
生成AIシステムがアクセスするデータを適切な状態に保っていること

要機密情報や個人情報の学習等の有無
生成AIシステムへの入出力または処理されるデータの取扱いを適切に管理していること
生成AIシステムにおいて取得・処理・保存する個人情報について適切な取扱いが確保されるとともに、知的財産とプライバシーが保護される状
態としていること

出力結果の政府職員による判断を経た利活用
エンドユーザに対し、生成AIシステムの出力を人間から発せられた情報と区別できるようにすること

参考資料



プロセスごとのリスクケース例

10

リスクケース例 ①プロンプト入力
②コンテンツ生成

（モデルによる出力生成）
③出力確認・利用判断 ④二次利用・公開・配布

不適切な入力・情報漏洩

外部に接続された環境で、要機

密情報や個人情報を誤って入力

することで情報漏洩する

– – –

差別・偏見の出力 –

生成AIが人種・性別・文化等に関

する偏見や差別を含む社会的に

大きな問題となり得る出力を行う

– –

攻撃的または危険なコンテンツの

出力
–

生成AIが攻撃的または危険なコン

テンツを生成する
– –

誤情報（ハルシネーション）の出

力
– –

生成AIが事実と異なる情報を出

力し（ハルシネーション）、利用者

がその情報を利用したことによって

利用者もしくは第三者に不利益を

与える

–

知的財産権の侵害 – – –

利用者が生成AIにより既存の作

品に類似し、著作権の侵害等の

問題が生じる可能性が高いコンテ

ンツを意図せず生成し、利活用し

たことで当該作品に係る権利者等

から削除等の申出を受ける

参考資料
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政府AI調達・利活用ガイドラインの充実に向けた論点候補（3/4）

課題①：各役割の対応事項についての整理充実

課題③：民間も含めたベストプラクティスの事例紹介

＜現行GL上の位置づけ＞
⚫ 各役割毎（企画者、提供者等）、各調達フェーズ毎（企画時、提供開

始時等）に必要となる対応事項（タスク）について一定程度整理
例）企画者×システム企画時：適切な目標設定、ユースケースを想定した環境・

リスク分析を実施し、リスクを最小限に抑える方法や運用時を含めた品質

確保策等を検討 等

＜論点候補案＞

⚫対応事項を実施するための具体的手段について、整理・充実を図る

べきではないか。

⚫各役割における対応事項の他、生成AIシステム導入における一般的

留意事項等についても記載してはどうか？

＜現行GL上の位置づけ＞

⚫ベストプラクティスについては未掲載

⚫先進的AI利活用アドバイザリーボードの役割に「各府省庁

における生成 AI の調達・利活用のベストプラクティスの把

握・発信」とGL上記載されているところ、民間や先端事例

も集めつつ紹介することで、各省庁ではより実態に即した対

応が可能となることが期待される

＜論点候補案＞

⚫行政においても参考となる民間も含めたベストプラクティスの事例を

紹介すべきではないか。

各府省庁のAI利活用の実態を踏まえて、具体的に必要となる対応事項の例等についてガイドライン上でも示すことが求められているところ、

以下のような内容について検討を行うこととしてはどうか。

課題②：調達チェックシートや契約チェックシートの記載の充実

＜現行GL上の位置づけ＞

⚫調達チェックシートの対策例、対策例詳細、裏付け

となる情報の例について、柔軟に記載の更新を検

討していくこととされている

＜論点候補案＞

⚫調達チェックシートや契約チェックシートに記載されている要求事項、

対策例、裏付け情報について、技術動向やユースケースの進展等を踏

まえて、見直し・充実させべきではないか。

Ⅲ チェックリストのupdateやベストプラクティスの充実



ステークホルダーごとの対応事項の概要
CAIO・企画者・提供者・利用者の役割と具体的な対応事項を整理

12

“新たな生成AIの利活用を企画
し、業務が生成AIシステムに要求
するものを定義し、調達・開発・
利活用を推進する者”

“生成AIモデルをアプリケーション
や製品もしくは既存のシステムや
行政の利活用プロセス等に組み込
んだサービスとして政府又は国民
に提供する者”

“行政において、生成AIシステムを
利活用する者”

“各府省庁における行政の進化と
革新のための生成AI利活用方針
を策定・推進し、組織全体の利
活用状況とリスク管理等を統括
管理する者”

A?GM

⚫ ガバナンス体制整備
⚫ 利活用状況の把握・報告
⚫ 府省庁内ルール策定
⚫ 周知/教育実施
⚫ 省庁間連携対応

⚫ 企画内容の把握
⚫ リスク判断
⚫ リスクケース対応

ӟ
⚫ プロジェクト計画立案
⚫ リスク一次判断
⚫ 企画書作成

ӟ
⚫ 調達/契約チェックシートの活
用・仕様書作成

⚫ 契約チェックシートの活用・
契約書作成

ᴈᴊᴗᴱ ӟᴻᴻᵍᴊ
⚫ 受入
⚫ システム利用ルール作成

ᴻᴻᵍᴊ
⚫ 期待品質の確認
⚫ 目的外利用・漏洩等防止
⚫ システム保守・機能改善
⚫ リスクケース報告・原因究明

⚫ 府省庁内ルール・システム利
用ルールの確認

⚫ 府省庁内ルール・システム利
用ルールの遵守

⚫ リスクケース報告

参考資料



別紙３ 調達チェックシート
これまでのデジタル社会推進標準ガイドラインに関連する文書では定めのなかった、AI特有のリスクに関する観点を調達時に確認、調達仕様書に
落とし込むためのサポートツールとして用意。企画者は本シートを参考に調達仕様書を作成
調達仕様に盛り込むべき「要求事項」を整理の上、参考情報として要求事項を実現する「対策例」「裏付け情報」を整理しているところ。

13

「（参考）要求事項の参考」シートより、一例を抜粋

要求事項# 要求事項 対策例 対策例詳細 裏付けとなる情報の例

・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

19

生成AIシステムによ
る出力に有害なバイ
アスを含まず、不当
な差別を含まない状
態としていること

特定のグループ（人種、性別、国籍、年齢、政

治的信念、宗教等の多様な背景に関する）に

対する有害なバイアスの入力あるいは想定出力

に含むテストデータを入力した際、生成AIシステム

が回答を拒否できる仕組みを提供する技術を有

している

ー 特定のグループ（人種、性別、
国籍、年齢、政治的信念、宗教
等の多様な背景に関する）に対
する有害なバイアスの入力ある
いは想定出力に含むテストデー
タを入力した際、生成AIシステ
ムが回答を拒否することができ
るような仕組みの実現方法がわ
かる資料等

・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

27

生成AIシステムがア
クセスするデータを
適切な状態に保って

いること

学習データ、モデルの学習過程において、バイアス

（学習データには現れない潜在的なバイアスを含

む）が含まれうることに留意し、生成AIシステムに

悪影響を及ぼすデータ（事前学習データ、ファイン

チューニングやInContext Learning等に向けた学

習データやテストデータ等）の品質問題が生じて

いないことの対策を講じている

事前学習データ、ファイン
チューニングやInContext
Learning等に向けた学習デー
タやテストデータ等生成AIシ
ステムに影響を及ぼすデータ
の品質管理として、データの
正確性の管理及び、データに
問題が生じないよう対策を講
じている

事前学習データ、ファイン
チューニングやInContext
Learning等に向けた学習データ
やテストデータ等生成AIシステ
ムに影響を及ぼすデータの品質
管理として、正確性、機密性、
完全性の管理方法がわかる資料
等

・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

参考資料



別紙4 契約チェックシート
これまでのデジタル社会推進標準ガイドラインに関連する文書では定めのなかった、AI特有のリスクに関する観点を調達時に確認、契
約書もしくは調達仕様書に落とし込むためのサポートツールとして用意。企画者は本シートを参考に契約書等を作成

14

取り決め事項# 契約時の項目 取り決め事項 契約書に盛り込む条項内容例 補足説明

・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

6 基本項目
生成AIシステムに係るノウハ
ウの取り決め

事業者またはユーザのノウハ
ウに関して、ノウハウの定
義、ユーザによる事業者のノ
ウハウの利用条件、事業者に
よるユーザーのノウハウの利
用条件、ノウハウの権利帰属
に関する条項

ノウハウの定義に合致しない情報については、適用
法令による制限がない限り、事業者がノウハウを自
由に利用できる可能性があるため、この条項により
契約による規律の対象となるノウハウの範囲やユー
ザおよび事業者による利用条件（※）、権利帰属等
を定めることが望ましい。
※特に事業者の技術開発や学習目的等のサービス提
供目的以外の目的で利用することを許容するか、検
討して契約に盛り込むことが望ましい。

7 基本項目

情報セキュリティインシデン
ト・生成AIシステム特有のリ
スクケースが発生した場合の
事業者の対応義務、協力及び
その範囲に関する取り決め

情報セキュリティインシデント・生成

AIシステム特有のリスクケースが発

生した場合、事業者に求める対

応義務や協力、関係するデータの

提供等を求める条項

事業者において発生した情報セキュリティインシデ
ント・生成AIシステム特有のリスクケースによる被害
を最小限に食い止めること、また原因を特定するた
めの情報やデータ（具体的には生成AIシステムの学習
データやアルゴリズムを含み得る）を政府の求めに
応じて合理的な範囲で提供すること、サービスの停
止や情報セキュリティインシデント・生成AIシステム
特有のリスクケースの原因を特定し、改善措置を講
じること、必要に応じ監査を行うこと等について、あ
らかじめ事業者と合意しておく必要がある。

・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

参考資料
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政府AI調達・利活用ガイドラインの充実に向けた論点候補（4/4）

Ⅳ 現行ガイドラインで記述が不足している他の制度等の記述の追加

＜論点候補案＞

⚫クラウドサービス基盤としてのセキュリティの他、生成AIを用いることに

起因するセキュリティ対策について、関係する制度及びガイドラインも

踏まえつつ必要な見直しを行うべきではないか。

＜知的財産関係＞

⚫チェックシートの知的財産関係の要求事項において、

対策例・対策例の具体例を明示できていない。

＜論点候補案＞

⚫調達チェックシート等について、「コンテンツ制作のための生成AI利活用

ガイドブック」や「AI時代の知的財産権検討会中間とりまとめ」等も

踏まえた記載を追加すべきではないか。

＜既存のAIシステムガイドラインとのレファレンス＞

⚫「AI セーフティに関する評価観点ガイド(第 1.10 版)」の

改定による修正については、今後の本ガイドラインの改

定の際に検討することとされている。

⚫AIマネジメントシステムの国際規格であるISO/IEC 

42001等との対応関係が未整理。

＜論点候補案＞

⚫評価観点ガイドは、画像を取り扱う生成AI利用の評価観点が追記

されているため、Ⅰ課題②と連動して、修正を検討すべきではないか 。

⚫AI関係の規格標準の動向を踏まえ、要求事項との対応関係を整理

し、調達時の事業者の説明負担を軽減すべきではないか。

ガイドラインの関連領域における既存制度や法令との概念整理が求められていると考えているところ。以下のような内容について検討を行う

こととしてはどうか。

＜セキュリティ関係＞

⚫ ISMAP制度とクラウドサービス上で実装される生成

AIについての見解が問われるケースが多く、パブコメ

でも意見として接到。

⚫総務省においてAIセキュリティに関する分科会が開

催、AIに対する脅威への技術的対策のガイドライン

策定を予定。

※その他、AI調達・利活用に関係しうる法令・ガイドライン等の見直しがあった場合、本ガイド

ラインにおいても見直すべき事項が無いか必要に応じて検討を行う。



ISMAP

参考資料

6.1.1各種法令・ガイドライン等を踏まえた対応事項
②
本ガイドラインの対象となる生成AIシステムに関して、要機密情報を取り扱うクラウドサービスを調達す
る場合においては、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP：Information system 
Security Management and Assessment Program）の原則利用の考え方に基づき、原則としてISMAPクラ
ウドサービスリスト又はISMAP-LIUクラウドサービスリストから選定した上で、別途、本ガイドラインに
よる対応を行う必要がある。すなわち、生成AIシステムに特有のリスク等についての必要な対応は本ガイ
ドラインに基づき行うため、ISMAPクラウドサービスリスト又はISMAP-LIUクラウドサービスリストから
選定したものであっても、本ガイドラインの対応が不要となるものではないことに注意が必要である。

ISMAP

政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（Information system 
Security Management and Assessment Program: 通称、ISMAP（イス
マップ））は、政府が求めるセキュリティ要求を満たしているクラウド
サービスを予め評価・登録することにより、政府のクラウドサービス調達
におけるセキュリティ水準の確保を図り、もってクラウドサービスの円滑
な導入に資することを目的とした制度です。
本制度は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスのセキュリ

ティ評価制度の基本的枠組みについて」（令和2年1月30日サイバーセ
キュリティ戦略本部決定）に基づき、国家サイバー統括室・デジタル庁・
総務省・経済産業省が運営しています。独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）は、本制度の制度運用に係る実務及び評価に係る技術的な支援を
行います。

16



ISMAP

6.1.1
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ISMAP
LLM

LLM

LLM
CSP LLM CSP

LLM
ISMAP

参考資料
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ISMAP NCO
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AI

参考資料

AI
AI

AI時代の知的財産権検討会「中間とりまとめ」概要 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/2411_gaiyou.pdf）から抜粋 19



AI

参考資料

AI時代の知的財産権検討会「中間とりまとめ」（ https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf）中
〔参考〕各主体に期待される取組事項例 から抜粋 20

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf


ISO/IEC 42001

参考資料

/
近年、AIの開発が活発化しており、一般にも、AIシステムとして日常生活の様々な
場面で使用されるなど普及が急速に進みつつあります。その普及に当たっては、
安全・安心なAIシステムとして適切に開発・提供・使用することが必要であること
から、よりどころとなるマネジメントシステムのニーズが高まっていました。

そのため、国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）の合同専門委員会
（JTC1）内のAIに関する分科委員会（SC42）において、AIマネジメントシステムの
国際標準化の検討・開発が進められ、2023年12月18日に国際規格「AIマネジメント
システム（ISO/IEC42001）」として発行されました。なお、本規格の開発には、
日本から多くの専門家が参加し、重要な提案を行い積極的に議論するなど貢献をし
ました。
0 ֩
本規格は、AIシステムを開発、提供または使用する組織を対象とし、組織がAIシス
テムを適切に利活用（開発・提供・使用）するために必要なマネジメントシステム
を構築する際に遵守すべき要求事項について、リスクベースアプローチによって規
定したものです。信頼性や透明性、説明責任を備えたAIシステムの利活用ができる
よう、そのリスクを特定し、軽減すると共に、AIの公平性や個人のプライバシーな
どへの配慮についても要求しています。さらに、AIシステムに特有な学習データや
機械学習について考慮するにあたっても、重要な規格になります。
マネジメントシステムの構築については、ISO9001品質マネジメントシステム
（QMS）規格やISO/IEC27001情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）規格
など既存のマネジメントシステム規格と同様のアプローチを採用し、同じ構成で
要求事項を規定するなど、本規格の利用者を考慮した規格にもなっています。

AIマネジメントシステムの国際規格が発行されました（経産省HP）
（ https://www.meti.go.jp/press/2023/01/20240115001/20240115001.html）から抜粋 21
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政府AI調達・利活用ガイドラインの改定にあたっての留意事項

留意事項案①：ガイドラインの構造
本ガイドラインについては、肥大化を避け、効果的に活用可能なものとするため、改定に当たっては以下のような構造を意識す

ることとしてはどうか。
(1)本文には、基本的な事項を総則的に記載する。
(2)別紙には、技術の発展やユースケースに基づく頻繁なアップデートが必要となる具体的事項を記載する。
(3)参考資料として、ベストプラクティス等の運用上の参考となる情報を取りまとめる。
(4)この他、CAIOに対する注意喚起など、タイムリーに行う情報提供手段を整備する。(必要に応じ本ガイドラインにも記載)

留意事項案②：他のガイドライン等との関係

ガイドラインの充実に当たって、他の関係ガイドライン等の内容にかかわる記述については、以下のとおりとすることとしてはどうか。

(1)一般向け又は民間を想定したAIに関するガイドライン等については、政府における調達・利活用の観点で、本ガイドラインに

おいて必要となる範囲で取り込み記載する（関連記述には参照したガイドライン等を注釈等で補足する）。

(2)政府向けのシステムに関する他のガイドライン等については、原則としてそちらを参照すべき旨を本ガイドラインに記載しつつ、

生成AIの調達・利活用の観点で、特に記載すべき内容があれば、本ガイドラインにおいても記載する。
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参考資料

政府のAI利活用におけるガバナンスや基本的な考え方、AI利活用各フェーズにおける対応事項の概要等を記載

ガイドライン本紙

別紙1 高リスク判定シート

別紙2 生成AIシステムの利用ルールひな形

別紙3 調達チェックシート（生成AIシステム用）

別紙4 契約チェックシート（生成AIシステム用）

ガイドライン本紙で記載する4つのリスク軸に係る設問に回答することで、「高リスクに該当する

可能性が高い」かそうでないかを簡易的に判定するツール

各府省庁において、AI統括責任者（CAIO）が各府省庁の利用者(政府職員)に向けて策定

する生成AIシステムの利活用ルールのひな形

生成AIシステムの調達時に、事業者及び調達予定の生成AIシステム等について、調達の応募

者に求める事項として調達仕様書に盛り込む事項を企画者が参考とするサポートツール

生成AIシステムの調達において留意すべき事項を、契約書または調達仕様書に盛り込む際に

企画者が参考とするサポートツール

ガイドラインの構成

参照推奨

参照必須

参照必須

参照必須
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【政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準】

政府機関等の情報セキュリティのベースラインや、より高い水準の情報セキュリティを確保するための対策事項を規定

【IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ】

特に重要性の高いシステムの調達に際し、仕様の決定や事業者の選定に必要な情報を取得し、講ずべき必要な措置について
国家サイバー統括室（NCO）からの助言により、サプライチェーン・リスク対策を実施

行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン

〇各府省庁にAI統括責任者(CAIO）を設置し、生成AIの利活用ルールを制定し、リスクケースの報告体制を整備

〇生成AIの調達・契約に際し必要となる、AIマネジメント体制や、LLMの出力適正性要件等をチェックリスト化

〇高リスクAIのリスク緩和措置や、社会的影響を生ずるリスクケースの再発防止策について、有識者からなるアドバイザリー
ボードから助言

※ 「DeepSeek等の生成AIの業務利用に関する注意喚起」も踏まえ、製品によってはサービスの利用によって生ずるリスクを十分認識の上、NCOの助言を求めた上
で、適切に判断すること等も明記。

生成AIシステム利用に関する各種リスクへの対応

AI

【ガバメントクラウド】

ISMAPによるクラウドセキュリティに加え、データ国内保管、暗号化、災害対策、紛争の国内法準拠等の要件を満たす、政府
などの公的機関が運用する情報システムの基盤となるクラウドネットワーク

【政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)】

機密性２情報を扱うためにセキュリティ水準を評価の上、基準を満たすクラウドサービスについて、ISMAPクラウドサービスリスト
又はISMAP-LIUクラウドサービスリストとして登録
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